
第第２２章章 大阪府電子調達システムの大阪府電子調達システムの
特徴と注意点特徴と注意点
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２．１２．１ ICICカードの利用についてカードの利用について

第２章 大阪府電子調達システムの大阪府電子調達システムの
特徴と注意点特徴と注意点
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＜ＩＣカードはなぜ必要なの？＞
大阪府の電子入札に参加するためには、ＩＣカード（電子証明書）が必要
です。ＩＣカードを利用することによって高いセキュリティを確保するこ
とができます。
なお、電子入札用のＩＣカードを利用して電子申請システムへログインす
ることも可能です。

受注者

大阪府受注者

紙入札は 電子入札は

高いセキュリティ！高いセキュリティ！

入札書

印

入札書

電子入札におけるICカードは紙入札での印
鑑に相当します。

ICカード登録は電子申請システムで行ってください。

2.12.1((11)) ICICカードのカードの重要性重要性
第２章 大阪府電子調達システムの特徴と注意点

印

印鑑 ICカード
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＜ＩＣカードはどこから購入するの？＞
大阪府の電子調達システムは、コアシステムの電子入札システムに準拠
しており、国土交通省の電子入札システムに対応したＩＣカードを利用す
ることができます。

2.12.1((22)) ICICカードのカードの購入先購入先

大阪府電子調達システム

国土交通省、
大阪市等

対応しているすべての
システムで共用可能

コアシステムに対応した認証局
が発行するＩＣカード

認証局
電

子

署

名

法

①ICカード購入

③証明書の検証

本人性の確認

②システム利用
（データ送信）

GPKI
LGPKI

第２章 大阪府電子調達システムの特徴と注意点
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○電子署名・電子認証とは
電子的に情報をやり取りする場合、情報の受信者・発信者がそれぞれ
本当に本人なのか、情報が途中で改変されていないかを確認する手段です。

○電子署名法の概要
・電子署名の法的基盤の確立
・民間認証事業者の認定制度の導入

○電子署名法の詳細
次のホームページを参照してください。

総務省情報通信政策局情報流通振興課
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/ninshou-law/law-index.html

経済産業省商務情報政策局情報経済課情報セキュリティ政策室
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/digitalsign.htm

法務省民事局商事課
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji32.html

第２章 大阪府電子調達システムの特徴と注意点
2.12.1((33)) 電子署名法の概要について電子署名法の概要について
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ICカードの名義人について
大阪府電子調達システムでは次のいずれかの名義のＩＣカードが利用で
きます。
① 入札参加資格に契約先として登録している者
（本店契約であれば代表者、支店契約であれば府内営業所の代理人）
② ①の者より代理人として、電子入札に関する入札・見積りについての
権限の委任を受けている者

なお、②の場合、ＩＣカード登録時に①の者から当該ＩＣカードの名義
人が、このＩＣカードの利用による電子入札に関する入札・見積もりに
ついての権限の委任を受けているか確認する画面が表示されます。

2.12.1((44)) ICICカードカード利用上の注意利用上の注意((１１))

※ICカードの名義人が変わる場合には、新しい名義人のICカードが必要です。
新しいICカードの取得までの期間は委任を受けた別の名義人のICカードを利用してください。

第２章 大阪府電子調達システムの特徴と注意点

複数枚の複数枚のICICカード登録カード登録
大阪府電子調達システムでは複数枚のICカードを登録する事が出来ます。
大阪府では、紛失・失効等への備えのために、複数枚のICカードをご用
意頂くことを推奨しています。
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2.12.1((55)) ICICカード利用上の注意カード利用上の注意((２２))
第２章 大阪府電子調達システムの特徴と注意点

ICカードの登録について
大阪府電子調達システムでは電子申請システムからのみICカード登録を
行うことが出来ます。
※電子入札システムからは登録ができないのでご注意ください。

特定JV、経常JVのICカードについて
①特定JVの場合は、代表構成員のICカードを用いて、入札参加申請等
の処理を行います。
②経常JV(建設工事のみ)の場合は、事前に経常JV用として登録したIC
カードを用いて入札参加申請等の処理を行います。

○大阪府に単体企業として登録したＩＣカードは、経常ＪＶのカード
として再登録することは出来ません。同様に経常ＪＶとして申請し
たＩＣカードは単体企業として再登録することはできません。

○大阪府では大阪府ではカード自身の有効期限とは関係なく、カード自身の有効期限とは関係なく、経常ＪＶの有効期経常ＪＶの有効期
限は１年になります。限は１年になります。ＩＣカードの有効期限に注意してください。
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2.12.1((66)) ICICカード利用上の注意カード利用上の注意((３３))

ＩＣカードの有効期限について

期限切れのカードについて

ＩＣカードにはカードそのものに有効期限があります。
有効期限はカード会社や種類により異なります（約1年～3年）
※※経常ＪＶで登録するＩＣカードの有効期限は、カードそのものの有経常ＪＶで登録するＩＣカードの有効期限は、カードそのものの有
効期限とは関係なく、経常ＪＶの期限である当該年度内のみ有効とな効期限とは関係なく、経常ＪＶの期限である当該年度内のみ有効とな
ります。ります。

有効期限の切れたカードは使えません。
破棄した上、新しいカードを購入してください。

電子入札での連絡先が変更になった場合

電子入札での連絡先が変更になった場合は、電子申請システムからＩ
Ｃカード変更申請を行ってください。
ただし、そのＩＣカードですでに入札参加申請を行っている案件があ
る場合にその連絡先は変更されませんので、電子入札システムより企
業プロパティの変更で案件ごとに変更する必要があります。

第２章 大阪府電子調達システムの特徴と注意点
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ＩＣカード会社の情報

ICICカードの購入についてカードの購入について
大阪府電子調達（電子入札）システムホームページには、システムに対
応しているICカード会社の情報が掲載されています。参照の上、ICカー
ドを購入してください。

＜大阪府電子調達
（電子入札）システム＞

2.12.1((77)) ICICカード会社の情報についてカード会社の情報について
第２章 大阪府電子調達システムの特徴と注意点
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（参考）ＩＣカード会社の比較表（参考）ＩＣカード会社の比較表

インストールCD配布時点で対応している

発注機関は自動的に設定されます。ま
た、HPから最新版のダウンロードも可能
です。

お客様任意の設定も電子入札ソフトの発
注機関設定画面から行うことができます

連続3回の入力ミスでＩＣカードが閉塞しま
す。

閉塞の解除は当社提供のツールでお客
様自身で可能になっています（無償）。詳
細な解除方法については別途お問合せ下さい。

Ｂ社

●複数発注機関のJavaPolicy設定を簡単

に行えるWEBツールをご用意してい
ます。

●ICカードPINを連続10回入力ミスした場
合、ICカードが使用不可となります。

●第三者による不正利用などを防止するため、

ロック解除は不可となります。(新たにIC
カードの取得要）

Ａ社

Ｊａｖａポリシーの設定方法ＰＩＮ番号の連続誤入力によるロッ
ク

認証
局

大阪府電子調達（電子入札）システムホームページに掲載されているIC
カード会社の情報（一部抜粋）
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２．２２．２ 電子入札システムの注意点電子入札システムの注意点

第２章 大阪府電子調達システムの大阪府電子調達システムの
特徴と注意点特徴と注意点
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2.22.2((11)) 参加資格確認申請、入札書提出等の注意点参加資格確認申請、入札書提出等の注意点
第２章 大阪府電子調達システムの特徴と注意点

特に重要な処理特に重要な処理
電子入札においては、期限が設定されている処理があります。この期限電子入札においては、期限が設定されている処理があります。この期限
までに適切に処理が終わらないと次の処理に進めなくなるため注意が必までに適切に処理が終わらないと次の処理に進めなくなるため注意が必
要です。要です。

参加資格
確認申請

＜参加資格確認申請＞＜参加資格確認申請＞
・入札説明書の確認・入札説明書の確認
・添付資料の作成・添付資料の作成

・・参加資格確認申請参加資格確認申請
（受信確認）（受信確認）
・・参加資格確認通知参加資格確認通知
書の確認書の確認

＜入札書提出＞＜入札書提出＞
・設計図書の確認・設計図書の確認
・内訳書の作成・内訳書の作成

・・入札書の提出入札書の提出
（受信確認）（受信確認）

＜落札結果確認＞＜落札結果確認＞
・公開画面の確認・公開画面の確認
（落札結果）（落札結果）

＜落札した場合＞＜落札した場合＞
・契約準備・契約準備

入札書提出

締
切

締
切

落札結果の確認

②

③

事前準備

＜事前準備＞＜事前準備＞
・入札参加資格申請・入札参加資格申請
・・ICICカードの購入カードの購入
・・ICICカード登録カード登録

①

①
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2.22.2((22)) 受信確認のための画面印刷受信確認のための画面印刷
第２章 大阪府電子調達システムの特徴と注意点

印刷

重要な画面では、印刷を行うまで次
の画面へ進むボタンが押せなくなり
ます。
印刷を行うと、ボタンがグレーから
青に変わりボタンが押せるようにな
ります。

①①受信確認通知（参加資格確認申請、入札書提出）受信確認通知（参加資格確認申請、入札書提出）
先に挙げた期限のある処理については、すべての入力が完了し、その結先に挙げた期限のある処理については、すべての入力が完了し、その結
果の送信を期限までに終了する必要があります。システム側で処理が完果の送信を期限までに終了する必要があります。システム側で処理が完
了したことを証明する受信確認通知を印刷し、確実に提出が完了して了したことを証明する受信確認通知を印刷し、確実に提出が完了していい
るることを確認してください。ことを確認してください。

＜入札書受信確認通知の例＞
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2.22.2((33)) 入札参加資格確認申請の結果確認入札参加資格確認申請の結果確認
第２章 大阪府電子調達システムの特徴と注意点

※一般競争入札であれば参加資格確認申請後、５～１０分程度で審査結果が発行されます。

参加資格が「有」であれば、入札に
参加できます。
「無」の場合で、結果に疑問がある
ときは理由請求を行ってください。

②②参加資格確認通知書の確認参加資格確認通知書の確認
参加資格確認を行った後には、必ず参加資格確認通知書にアクセスし、参加資格確認を行った後には、必ず参加資格確認通知書にアクセスし、
入札に参加できるか確認してください。入札に参加できるか確認してください。
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2.22.2((44)) 入札書の内容確認入札書の内容確認
第２章 大阪府電子調達システムの特徴と注意点

入札書で提出した内容は、後で確認
することができないため、必ず印刷
して手元に残すようにしてください。

③③入札書の提出入札書の提出
入札では、入札書提出後の確認や入札書の再提出はできません。特に入入札では、入札書提出後の確認や入札書の再提出はできません。特に入
札金額については誤りがないように正確に入力してください。札金額については誤りがないように正確に入力してください。



第第３３章章 電子申請システムの電子申請システムの
特徴と操作手順特徴と操作手順
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○インターネットによる電子申請の流インターネットによる電子申請の流れれ

電子申請トップ
ページから、必要
な業務を選択し、
画面の要領に従っ
て申請します。

現在の申請状況を
確認できます。申
請時の問い合わせ
番号でもログイン
可能です。

受付票をインター
ネットで取得でき
ます。（主に契約
時に必要です。）

電子申請電子申請 状況確認状況確認 受付票取得受付票取得
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○申請の種別について申請の種別について
大阪府電子調達システムでは以下の４種類の申請を行うことが
できます。

新規申請新規申請

更新申請更新申請 既に資格者登録をしている方が用いる機能です。通知済みの
ＩＤ・パスワードもしくは登録済みＩＣカードが必要です。

変更申請変更申請 資格者登録内容（業者基本情報・業種情報・口座情報等）に
対して変更を行う場合に用いる機能です。

業種(業務)
追加申請

業種(業務)
追加申請

現時点で資格者登録のある方で、業種の追加を申請する際に
用いる機能です。

初めて資格の審査申請を行う方、現時点で資格者登録のない
方が申請する際に用いる機能です。
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○電子申請で登録するメールアドレスについて
入札参加資格申請（新規・更新とも）及びＩＣカード申請にはメール
アドレス（及びＦＡＸ番号）の登録が必要です。

＜入札参加資格 新規申請または変更申請で登録＞
本店、営業所： 電子申請時以外で、大阪府からの諸連絡やパ

スワード再通知依頼時の返信先に用いるメールアドレス
電子申請用 ： 受付結果通知や審査結果通知等、電子申請の

状態遷移を通知する等のメールアドレス

＜ＩＣカード申請時に登録＞
代表者メールアドレス： 上記の本店または営業所を自動表示

します。
連絡先メールアドレス： ＩＣカードの受付結果通知や、電子

入札における通知書や受付票の到着
をお知らせするメールアドレス

※メールアドレスの登録が誤っていると、重要なメールが届かなくなります。
登録の際には確実に入力してください。
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○外字の運用について外字の運用について
→外字とは「ＪＩＳ第１水準または第２水準以外の文字」です。

→代表的な外字の例として、以下のようなものがあります。

→外字については、本システム上で取り扱えません。
外字を含んだ名称等を申請する場合は、

①当て字による項目入力
②入力欄右横の「当て字」のチェック
③外字届を作成し、他の提出書類と一緒に郵送

が必要となります。

→これまで外字で申請した名称、所在地、氏名等がカタカナに
変換されている場合がありますので、変更申請で適切な「当
て字」に変更してください。
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○受付票について
・電子申請システムによる入札参加申請の受付票は、インターネット
を通じて入手することができます。
・入手した受付票には、押印欄を設けており、印刷後押印します。
・契約時等、提出を求められた場合に持参してください。
（印鑑証明書を合わせて持参してください印鑑証明書を合わせて持参してください）

・変更申請を行った場合は新しい受付票を取りだして押印してください。

インターネットインターネット受注者

受付票

申請者 ○△株式会社

実印欄 使用印欄

この欄に押印し、
必要時に

提出してください。

この欄に押印し、
必要時に

提出してください。
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○口座情報登録について口座情報登録について
●登録できる口座は１業者最大２つ（中間払い・完成払い専用口座と
前払い専用口座）となります。
※前払い専用口座は前払いがある場合のみ使用することになります。

●口座情報登録は電子申請（インターネット経由）のみとなります。


